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委
員
会
審
査

条　
　

例

鶴
ヶ
島
市
行
政
改
革
推
進
審
議
会
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

行
政
改
革
の
取
組
を
鶴
ヶ
島
市
総

合
計
画
と
一
体
的
に
推
進
し
、
そ
の

実
行
性
を
高
め
る
た
め
、
鶴
ヶ
島
市

行
政
改
革
推
進
審
議
会
を
鶴
ヶ
島
市

ま
ち
づ
く
り
審
議
会
に
統
合
す
る
も

の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
ま
ち
づ
く
り
審
議
会

の
構
成
員
と
今
後
の
取
組
は
。

政
策
推
進
課
長　

審
議
会
の
委

員
は
、
第
６
次
鶴
ヶ
島
市
総
合

計
画
を
策
定
す
る
た
め
に
委
嘱
し
た

経
緯
か
ら
、
既
に
任
期
が
切
れ
て
お

り
、
委
嘱
を
新
た
に
し
て
い
く
。

　

総
合
計
画
の
策
定
に
携
わ
っ
た
方

や
行
政
改
革
を
現
在
さ
れ
て
い
る
方

な
ど
、
幅
広
い
分
野
の
識
見
を
有
す

る
方
を
委
嘱
し
た
い
。
今
後
の
取
組

と
し
て
は
、
総
合
計
画
と
行
政
改
革

の
進
捗
管
理
や
行
政
評
価
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

議案第２号ＱＡ

鶴
ヶ
島
市
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

服
務
の
宣
誓
に
係
る
宣
誓
書
の
押

印
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養

費
貸
付
基
金
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
い

て

　

高
額
療
養
費
の
現
物
給
付
の
普
及

に
伴
い
、
療
養
に
必
要
な
資
金
の
貸

付
需
要
が
見
込
ま
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

基
金
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

貸
付
け
の
実
績
は
。

保
険
年
金
課
長　

窓
口
で
の
応

対
時
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

制
度
を
周
知
し
て
い
る
が
、
記
録
の

確
認
が
で
き
た
平
成
17
年
以
降
に
貸

付
け
の
実
績
は
な
い
。

令
和
２
年
度
の
限
度
額
適
用
認

定
証
の
交
付
数
の
状
況
は
。

保
険
年
金
課
長　

３
年
２
月
１

日
現
在
、
交
付
者
は
６
１
０
人

で
あ
る
。

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
出
産
費
資

金
貸
付
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

出
産
育
児
一
時
金
の
医
療
機
関
へ

議案第３号議案第４号ＱＡＱＡ議案第５号

の
直
接
支
払
制
度
の
普
及
に
伴
い
、

出
産
に
要
す
る
費
用
を
支
払
う
た
め

の
資
金
の
貸
付
需
要
が
見
込
ま
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
貸
付
制
度
を
廃
止
す

る
も
の
で
す
。

出
産
費
用
が
な
い
又
は
足
り
な

い
と
の
相
談
を
受
け
た
件
数
は
。

保
険
年
金
課
長　

直
接
支
払
制

度
の
導
入
後
、
平
成
21
年
に
１

件
貸
し
付
け
て
い
る
。

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課

税
額
等
に
係
る
賦
課
限
度
額
の
引
上

げ
及
び
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し
に

伴
い
、
軽
減
判
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
に
軽
減
判
定
の
所
得
基
準

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

軽
減
判
定
に
不
利
益
は
で
な
い

の
か
。

保
険
年
金
課
長　

税
制
改
正
に

伴
い
引
き
上
げ
ら
れ
る
基
礎
控

除
額
に
対
応
し
、
計
算
式
を
改
め
る

も
の
で
あ
り
、
軽
減
判
定
の
基
準
に

は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

ＱＡ議案第６号ＱＡ

鶴
ヶ
島
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
見
直
し
及

び
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５

年
度
ま
で
の
各
年
度
の
保
険
料
率
を

定
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
特
別
給

付
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

本
改
正
で
規
定
す
る
介
護
保
険

料
率
は
３
年
間
据
置
き
と
な
る

の
か
。介

護
保
険
課
長　

３
年
度
か
ら

５
年
度
ま
で
の
３
年
間
は
、
同

様
の
保
険
料
率
が
適
用
さ
れ
る
。

省
令
の
改
正
に
伴
う
基
準
所
得

金
額
の
変
更
に
よ
り
、
影
響
を

受
け
る
人
数
の
想
定
は
。

介
護
保
険
課
長　

所
得
段
階
が

移
行
す
る
の
は
、
第
９
段
階
か

ら
第
８
段
階
へ
１
６
４
人
、
第
８
段

階
か
ら
第
７
段
階
へ
２
０
６
人
を
想

定
し
て
い
る
。

鶴
ヶ
島
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の

事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の

議案第７号ＱＡＱＡ議案第８号

人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
感
染
症
の
予
防
及

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
等
を
す

る
も
の
で
す
。

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の

防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す

る
委
員
会
の
開
催
を
規
定
し
て
い
る

が
、
委
員
会
運
営
に
関
す
る
マ
ニ
ュ

ア
ル
な
ど
を
作
成
し
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
委
員
会
の
構
成
は
。

介
護
保
険
課
長　

従
前
か
ら
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成
が
規
定
さ
れ
て

お
り
、
各
事
業
所
に
お
い
て
対
応
し

て
い
る
。

　

委
員
会
の
構
成
は
各
事
業
所
に
よ

り
違
い
が
あ
る
が
、
法
人
の
理
事
、

協
力
医
療
機
関
の
医
師
な
ど
が
担
っ

て
い
る
。

事
業
継
続
計
画
の
策
定
が
義
務

付
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
容
と

策
定
へ
の
支
援
は
。

介
護
保
険
課
長　

国
が
作
成
し

た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
、
自

然
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
の

２
種
類
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、

各
施
設
が
具
体
的
な
対
応
を
検
討
し
、

策
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
作
業
を

進
め
れ
ば
、
一
定
の
水
準
の
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

研
修
動
画
を
国
が
公
開
し
て
い
る
。

ＱＡＱＡ

市役所庁舎


